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令和 4年第 2回定例会付議事件 

 

○ 管理者提出議案（8月 25日提出） 

 

議案第 5号 議案第 5号 専決処分の承認を求めることについて 

 （令和 4年度 天山地区共同環境組合一般会計補正予算（第 1号）について） 

議案第 6号 令和 3 年度 天山地区共同環境組合一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 7号 令和 4 年度 天山地区共同環境組合一般会計予算（第 2号） 

議案第 8号 権利の放棄について 

議案第 9号 佐賀県市町総合事務組合規約の変更について 

 

 

令和 4年第 2回定例会議決結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案番号 議決月日 議決結果

議案第5号 8月25日 原案承認

議案第6号 8月25日 原案認定

議案第7号 8月25日 原案可決

議案第8号 8月25日 原案可決

議案第9号 8月25日 原案可決

　権利の放棄について

　令和4年度　天山地区共同環境組合一般会計補正予算（第2号）につ
いて

議　案　名

　令和3年度　天山地区共同環境組合一般会計歳入歳出決算の認定に
ついて

　専決処分の承認を求めることについて
　（令和4年度　天山地区共同環境組合一般会計補正予算（第1号）に
ついて）

　佐賀県市町総合事務組合規約の変更について
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令和 4年 8月 25日（木曜日） 14時 30分  開会 

 

出席議員 

  1 番   野 北   悟       2 番   松 並 陽 一 

  3 番   赤 松 貴 子       4 番   中 尾 政 幸 

5 番   泉 万 里 江       6 番   荒 瀬 弘 之 

7 番   古 賀 公 彦       8 番   深 川 高 志 

 

欠席議員 

 

 

本会議に出席した事務局職員 

    事務局係員     川 渕  理 

    事務局係員     山 口 兼 児 

 

地方自治法第 121条により出席した者 

    管 理 者     横 尾 俊 彦 

    副 管 理 者     江里口 秀 次 

    会計管理者     川 﨑 好 美 

    事 務 局 長     菊 池 清 隆 
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会　　期 令和4年8月25日　（木曜日）　　　1日間

14時30分　開会　　　

小城市役所　西館2階　大会議室

議事日程

日程番号 議案番号

開会

日程第 1 会期及び議事日程の決定

日程第 2 会議録署名議員の指名

日程第 3 議案第  5 号

日程第 4 議案第  6 号

日程第 5 議案第  7 号

日程第 6 議案第  8 号

日程第 7 議案第  9 号 　佐賀県市町総合事務組合規約の変更について

閉会

　権利の放棄について

令和4年 第2回天山地区共同環境組合議会定例会　議事日程

議　事　内　容

　令和3年度　天山地区共同環境組合一般会計歳入歳出決算の認定について

　令和4年度　天山地区共同環境組合一般会計補正予算（第2号）について

　専決処分の承認を求めることについて
　（令和4年度　天山地区共同環境組合一般会計補正予算（第1号）について）
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14時 50分 開会 

 

○議長（深川高志君） 

 皆さん、こんにちは。 

ただいまの出席議員数は 8名です。定足数に達しておりますので、令和 4年第 2 回天

山地区共同環境組合議会定例会を開会いたします。 

これより、本日の会議を開きます。 

 

＜会期及び議事日程の決定＞  

○議長（深川高志君） 

 日程第 1、「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会における会期は、本日 8月 25日の 1日間といたしたいと思いますが、 

これにご異議ありませんか。 

 （ 「異議なし」と呼ぶ者あり ） 

 

○議長（深川高志君） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期を、本日 8月 25日の 1日間と決定い

たしました。 

会期中の議事日程につきましては、お手元に配付しております日程表のとおりであり

ますので、ご了承願います。 

 

＜会議録署名議員の指名＞ 

○議長（深川高志君） 

 「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 70条の規定により、議長において、議席 2 番 松並 

議員、議席 3 番 赤松 議員を指名いたします。 

 

＜議案上程＞ 議案第 5号 

○議長（深川高志君） 

 日程第 3、議案第 5号「専決処分の承認を求めることについて（令和 4年度 天山地

区共同環境組合一般会計補正予算（第 1号）について）」、を議題といたします。 

 

＜提案理由説明＞ 

○議長（深川高志君） 

ただいま議題といたしました議案について、朗読を省略し、提案理由の説明を求めま



6 

 

す。管理者。 

 

○管理者（横尾俊彦君） 

本日ここに、令和 4 年第 2 回天山地区共同環境組合議会定例会を招集いたしましたと

ころ、議員各位には、ご参集賜り御礼申し上げます。 

議案第 5号の「専決処分の承認を求めることについて（令和 4 年度 天山地区共同環

境組合一般会計補正予算(第 1号)について）」でございますが、令和 3年度の歳入不足に

伴う繰上充用を行ったことにより、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 735

万 7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4億 4,078万 9,000 円と

するものであります。 

詳細につきましては、事務局長より補足説明をさせていただきますので、よろしく御

審議をお願い申し上げます。 

 

○議長（深川高志君） 

 事務局長から詳細説明を求めます。事務局長。 

 

○事務局長（菊池清隆君） 

  議案第 5号の「専決処分の承認を求めることについて（令和 4年度 天山地区共同環

境組合一般会計補正予算(第 1号)について）」についてご説明申し上げます。 

予算書の 5ページをお開きください。 

歳入は 5 款繰入金、1 項繰入金、2 目地域振興基金繰入金で 735 万 7 千円を計上して

おります。これは、令和 3 年度に繰入が間に合わなかった地域振興対策基金のうち、歳

出予算で計上する繰上充用に係る分になります。 

6 ページ、歳出については、6 款前年度繰上充用金 1 項前年度繰上充用金 1 目前年

度繰上充用金で 21 節補償、補填及び賠償金で 735 万 7 千円を計上しております。これ

は、令和 3 年度において、地域振興基金の繰入が間に合わなかったことにより、歳入額

の不足が発生したため、令和 4 年度予算から補填するためのものです。 

以上で補正予算の説明を終わります。 

よろしく御審議をお願い申し上げます。 

 

○議長（深川高志君） 

 説明が終了いたしました。 

これより質疑に入りますが、質疑はありませんか。 

 （ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして質疑を終わります。 
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○議長（深川高志君） 

これより討論に入りますが、討論はありませんか。 

 （ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして討論を終わります。 

 

○議長（深川高志君） 

これより議案第 5 号を採決いたします。 

議案第 5号を承認することに、賛成の方は挙手を 

お願いします。 

 （ 賛成者挙手 ） 

挙手全員であります。 

よって、議案第 5 号は、原案のとおり承認されました。 

 

＜議案上程＞ 議案第 6号 

○議長（深川高志君） 

日程第 4、議案第 6号「令和 3 年度 天山地区共同環境組合一般会計歳入歳出決算の認

定について」、を議題といたします。 

 

＜提案理由説明＞ 

○議長（深川高志君） 

ただいま議題といたしました議案について、朗読を省略し、提案理由の説明を求めま

す。管理者。 

 

○管理者（横尾俊彦君） 

議案第 6 号の「令和 3 年度 天山地区共同環境組合一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」は、令和 3 年度の決算を調製して監査委員の審査に付しましたところ、別添の審

査意見書の提出がありましたので、地方自治法第 233 条第 3項の規定により、組合議会

の認定をお願いするものでございます。 

歳入につきましては、予算現額 3 億 2,355 万 4,000 円に対しまして、調定額が 3 億

2,509 万 4,479 円、収入済額が 3 億 950 万 9,289 円、収入未済額が 1,558 万 5,190 円と

なっております。 

歳出につきましては、予算現額が 3 億 2,355 万 4,000 円に対しまして、支出済額が 3

億 1,686万 5,515 円で予算現額に対する執行率は 97.9％となっております。 

以上のことから、歳入歳出差引不足額は、735 万 6,226 円で、翌年度繰上充用金 735 万
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6,226円で歳入不足分を補填しております。 

詳細につきましては、事務局長より補足説明をさせていただきますので、よろしく御

審議をお願い申し上げます。 

 

○議長（深川高志君） 

 事務局長から詳細説明を求めます。事務局長。 

 

○事務局長（菊池清隆君） 

 5ページ、6ページの歳入歳出決算事項別明細書に基づきまして、決算内容を説明させ

ていただきます。 

始めに歳入でございます。1款 分担金及び負担金、 1項 負担金、1目 負担金でござ

いますが、予算現額 2億 6,288万 5,000 円に対し、調定額及び収入済額は、ともに 2億

6,288 万 5,000 円でございます。内訳としましては、構成市からの負担金収入で、多久

市負担金が、9,116 万 9,000 円で、小城市負担金が、1 億 7,171 万 6,000 円でございま

す。 

 次に、2 款 使用料及び手数料、1 項 手数料、1 目 手数料でございますが、予算現額

3,408 万円に対し、調定額が 3,591 万 4,470 円、収入済額が 3,591 万 4,280 円、収入未

済額が 190 円でございます。 

 次に、4 款 財産収入、1 項 財産運用収入、1 目 利子及び配当金でございますが、予

算現額 2,000 円に対し、調定額及び収入済額は、ともに 1,202 円でございます。 

 次に、5 款 繰入金、1 項 基金繰入金、2 目 地域振興基金繰入金ございますが、予算

現額 1,593 万 7,000 円に対し、調定額は 1,558万 5,000 円、収入済額は 0円でございま

す。これは、令和 3 年度多久市が行う地域振興対策事業に対する基金の繰入が、令和 3

年度中に間に合わなかったことによるものでございます。 

 次に、6款 繰越金、1項 繰越金、1目 前年度繰越金ですが、予算現額 739 万 7,000 円

に対し、調定額及び収入済額は、ともに 739 万 7,040 円です。 

 次に、7款 諸収入、1項 預金利子、1目 預金利子ですが、予算現額 1,000 円に対し、

調定額及び収入済額は、ともに 665 円です。 

2 項 受託事業収入、1目 災害廃棄物等処理受託事業収入ですが、予算現額 103 万 5,000

円に対し、調定額、収入済額ともに 109 万 2,197 円です。これは、大村市環境センター

の火災に伴う受入や令和 3 年 8 月豪雨に関連した災害廃棄物の受入分でございます。3

項 雑入、1目 雑入ですが、予算現額 221 万 7,000 円に対し、調定額、収入済額ともに、

221万 8,905 円です。主な内容としては雇用保険料や類焼事故復旧工事の保険金です。 

 

 続きまして、7ページ、8ページをご覧ください。 

 歳出につきましてご説明します。1款 議会費ですが、予算現額 16万 9,000 円に対し、
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支出済額が 16万 2,245円となっています。 

 主な内容といたしましては、1 節 報酬 で組合議員の皆様への報酬のほか、8 節 旅費 

で議会等への出席に伴う費用弁償です。 

 次に、2 款 総務費ですが、予算現額 4,668 万 4,000 円に対し、支出済額が 4,539 万

1,479円となっており不用額は 129 万 2,521 円です。 

 主な内容といたしましては、1 項 総務管理費、1 目 一般管理費、1 節 報酬で支出済

額 173万 3,152 円は、管理者、副管理者の報酬のほか会計年度任用職員の給与にあたる

ものです。3 節 職員手当等で支出済額 53 万 7,239 円は、職員の時間外勤務手当のほか

会計年度任用職員の期末手当にあたるものです。11 節 役務費で支出済額 105 万 6,431

円は、毎月の請求書の送料や建物損害保険料等の費用です。12 節 委託料で 171 万 6,220

円は、ホームページ保守・運営業務、地方公会計整備支援業務、施設の警備及び施設法

面の除草業務に支出した費用です。 

 続きまして、9ページ、10ページをご覧ください。18 節 負担金補助及び交付金で 支

出済額 3,891 万 5,932 円は、派遣職員である組合職員の人件費返戻金として派遣元であ

る多久市へ 1,686 万 4,500 円、小城市へ 630 万 8,975 円を支出した費用や、地域振興対

策事業負担金として、多久市が実施する公共工事へ 1,558 万 5,000 円などに支出した費

用です。 

 次に、3 款 事業費ですが、予算現額 2 億 7,570 万 1,000 円に対し、支出済額が 2 億

7,131万 1,791円となっており、不用額は 438 万 9,209 円です。内容といたしましては、

2 目 ごみ処理費 12 節 委託料で運営費として 1 億 8,958 万 2,429 円、灰の処理費とし

て、主灰に 4,110 万 9,596 円、飛灰に 1,754 万 1,766 円、運営に関するモニタリング支

援事業 542万 3,000円、施設周辺の大気質等調査に 1,518万円などに支出した費用です。

18 節 負担金補助及び交付金で 247 万 5,000 円は類焼事故復旧工事の負担金に支出した

費用です。 

 そして、5款 予備費ですが、充当はございませんでしたので、予算現額 100万円に対

し、支出済額が 0円となっており、不用額は 100万円です。 

 続きまして、11 ページをご覧ください。 

 実質収支に関する調書です。歳入総額 3 億 950 万 9,000 円、歳出総額 3 億 1,686 万

6,000円のため、歳入歳出差引額 735万 7,000円の不足、翌年度へ繰越すべき財源 0円

で、実質収支額は、735万 7,000円の不足となり、実質収支額のうち地方自治法第 233条

の 2の規定による基金繰入額は、0円です。 

 次に、財産に関する調書ですが、13 ページをご覧ください。1 基金として、財政調整

基金で決算年度末現在高が 442万 7,255円、地域振興基金で決算年度末現在高が 1億 473

万 7,665円です。 2 財産のうち土地及び建物として、決算年度中の増減はございませ

んでしたので前年度末現在高と同様となっています。物品についても年度中の増減はご

ざいません。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議をお願い申し上げます。 

 

○議長（深川高志君） 

説明が終了いたしました。 

審議に入る前に、監査委員より決算審査について報告を求めます。 

松並 陽一 監査委員 お願いします。 

 

○監査委員（松並陽一君） 

それでは、私の方から令和 3 年度 天山地区共同環境組合一般会計 歳入歳出決算の審

査報告をいたします。 

審査は、7月 14日に眞木監査委員と、歳入歳出決算書及び関係書類等を慎重に審査し、

必要に応じて関係者の説明を聴取して、審査を行いました。その結果、計数は証書類と

符合し誤りはないと認められました。 

なお、予算の執行状況については、地域振興基金の繰入が行われずに繰上充用処理を

行っており、今後はこのようなことが無いようにする必要がある。令和 2 年度の未収金

についても対応を検討する必要があるとの監査委員の意見を付しております。それ以外

の予算の執行については適正なものと認められました。 

以上、決算審査の報告といたします。 

 

○議長（深川高志君） 

監査委員からの決算審査報告が終了いたしました。 

これより質疑に入りますが、質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終わります。 

 

○議長（深川高志君） 

これより討論に入りますが、討論はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

討論なしと認めます。これをもちまして討論を終わります。 

 

○議長（深川高志君） 

これより議案第 6 号を採決いたします。 

議案第 6号を認定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

  （ 賛成者挙手 ） 
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○議長（深川高志君） 

挙手は全員であります。よって、議案第 6 号は、原案のとおり認定されました。 

 

＜議案上程＞ 議案第 7号 

○議長（深川高志君） 

次に、日程第 5、議案第 7 号「令和 4 年度 天山地区共同環境組合一般会計補正予算

（第 2号）」、を議題といたします。 

 

＜提案理由説明＞ 

○議長（深川高志君） 

ただいま議題といたしました議案につきまして、朗読を省略し、提案理由の説明を求

めます。管理者。 

 

○管理者（横尾俊彦君） 

議案第 7 号の「令和 4 年度 天山地区共同環境組合一般会計補正予算（第 2号）」は、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 822 万 8,000 円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 4億 4,901 万 7,000円とするものであります。 

詳細につきましては、事務局長より補足説明をさせていただきますので、よろしく御

審議をお願い申し上げます。 

 

○議長（深川高志君） 

 事務局長に詳細な説明を求めます。事務局長。 

 

○事務局長（菊池清隆君） 

議案第 7号の「令和 4年度天山地区共同環境組合一般会計補正予算（第 2号）」につい

て、ご説明申し上げます。 

予算書の 5ページをお開きください。 

歳入は 5 款繰入金、1 項繰入金、2 目地域振興基金繰入金で 822 万 8 千円を計上して

おります。これは、令和 3 年度地域振興基金繰入金 1,558 万 5,000 円のうち、補正第 1

号で繰上充用に伴い繰入を行った 735万 7,000円を除いた額になります。 

6ページ、歳出については、1款議会費 1 項議会費 1目議会費で 8節の旅費に 1万

2,000 円を計上しております。これは臨時議会開催に伴い、議員の皆様への費用弁償が

不足するためであります。 

5 款予備費 1 項予備費 1 目予備費にこれまでの補正額と繰入額との差額、821 万 6 千

円を計上しております。 

以上で補正予算の説明を終わります。 
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○議長（深川高志君） 

 説明が終了いたしました。 

これより質疑に入りますが、質疑はありませんか。 

 （ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして質疑を終わります。 

 

○議長（深川高志君） 

これより討論に入りますが、討論はありませんか。 

 （ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして討論を終わります。 

 

○議長（深川高志君） 

これより議案第 7 号を採決いたします。 

議案第 7号を可決することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 （ 賛成者挙手 ） 

挙手全員であります。 

よって、議案第 7 号は、原案のとおり可決されました。 

 

＜議案上程＞ 議案第 8号 

○議長（深川高志君） 

次に、日程第 6、議案第 8号「権利の放棄について」、を議題といたします。 

 

＜提案理由説明＞ 

○議長（深川高志君） 

ただいま議題といたしました議案につきまして、朗読を省略し、提案理由の説明を求

めます。管理者。 

 

○管理者（横尾俊彦君） 

議案 8 号の「権利の放棄について」でございますが、令和 2 年度に発生した処理手数

料 190円の未納について、放棄を行いたいため、地方自治法第 96条第 1項第 10 号の規

定により、組合議会の議決を求めるものです。 

詳細につきましては、事務局長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（深川高志君） 

 事務局長に詳細な説明を求めます。事務局長。 

 

○事務局長（菊池清隆君） 

議案 8号の「権利の放棄について」、ご説明申し上げます。 

 令和 3年 3 月 9 日に発生しました手数料の未収金について、搬入者への調査等を行い

ましたが、債務者の特定には至らなかったため、請求先が不明であることから、権利の

放棄を行うべく地方自治法第 96 条第 1 項第 10 号の規定により議会の議決を求める物で

あります。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（深川高志君） 

 説明が終了いたしました。 

  これより質疑に入りますが、質疑はありませんか。1番野北議員。 

 

○1番（野北悟君） 

 これについては監査委員からの指摘が入っていた部分かと思いますが、この場合は未

収金として上がっていたためこういう形になるかと思いますが、今後このような事案が

発生した場合に、どのような会計処理をするべきと事務局が判断したかお尋ねします。 

 

○議長（深川高志君） 

 事務局に答弁を求めます。 

事務局長。 

 

○事務局長（菊池清隆君） 

 今回はお釣りのケースの 10 円と 100 円の部分に入れ間違えて発生した事例でござい

ますけれども、このコインケースへの入れ間違いについてはケースにシールを貼って間

違えないような形で現在取り組んでいます。 

 お尋ねの今後どのようにしていくかということですけれども、実際起こるべきことで

はありませんので、実際起こった場合には会計処理については両市の会計管理者とも協

議しながら対応していきたいと考えています。 

 

○議長（深川高志君） 

 1番。野北議員。 
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○1番（野北悟君） 

 本来どのように処理すべきだったと考えておられますか。 

 

○議長（深川高志君） 

 事務局に答弁を求めます。 

事務局長。 

 

○事務局長（菊池清隆君） 

 本来未収金をどうするべきかということですが、事故処理という形になるかと思いま

すけれども、事故処理をどのような手続きで進めていくかということについては、何分

経験がありませんので、事務処理的に進めていくやり方としては、法的にどういう問題

があるかということもございますので、調べて法的に問題がない処理の仕方を学んでい

きたいと思います。 

 

○議長（深川高志君） 

 1番。野北議員。 

 

○1番（野北悟君） 

 提案するにあたって、未収金には当たらないという形で、放棄という形にしたと思い

ます。未収金は相手先がはっきりしていて初めて未収金になるので、そうではないよう

な形のものになるので、今回の検討をされるときにいろいろと議論をされたと思います。

ですので、こうしたことをはっきりさせておかないと、質問をしたときに答えられない

というのではどうしようもない。今回は時間がないので次回までに回答をお願いします。

答弁は結構です。 

 

○議長（深川高志君） 

 事務局に答弁は求めないということですけれども。 

 管理者。 

 

○管理者（横尾俊彦君） 

 まず、今回の事案はあってはならないことです。ダブルチェックをしながら自覚をも

ってやることが大前提であると思っています。その上でなお、このような事例が起こっ

たら、今回はこのような対応をしていますが、野北議員からも指摘がありました通り、

本来どうあるべきか、それが発生したらどうすべきか、両方の会計管理者から見ても齟

齬が無いようにどうするべきかを早急に意見ヒアリングをかけて体制を組んでおかない
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と、また発生したときにまた同じようなトラブルになってしまいますので、そこは十分

に事務局がしっかりと調べて対応していきたいと申し上げましたので、そのことを急が

せていただきたいと思います。その上で次回の議会で報告をさせていただきたいと思い

ます。 

 

○議長（深川高志君） 

 他に質疑ございませんか。 

質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終わります。 

 討論に入りますが、討論はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

 

○議長（深川高志君） 

討論なしと認めます。これをもちまして討論を終わります。 

これより議案第 8 号を採決いたします。 

議案第 8号を可決することに、ご異議ありませんか。 

 

○議長（深川高志君） 

異議なしと認めます。よって、議案第 8号は、原案のとおり可決されました。 

 

＜議案上程＞ 議案第 9号 

○議長（深川高志君） 

 次に、日程第 7、議案第 9号「佐賀県市町総合事務組合」規約の変更について」、を

議題といたします。 

 

＜提案理由説明＞ 

○議長（深川高志君） 

ただいま議題といたしました議案について、朗読を省略し、提案理由の説明を求めま

す。管理者。 

 

○管理者（横尾俊彦君） 

議案第 9 号の「佐賀県市町総合事務組合規約の変更について」でございますが、杵東

地区衛生処理場組合の名称が杵島地区衛生処理組合に変更されたことに伴い、同組合規

約を変更するものであります。 

詳細につきましては、事務局長より補足説明をさせていただきますので、よろしく御

審議をお願い申し上げます。 
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○議長（深川高志君） 

 事務局長から詳細説明を求めます。事務局長。 

 

○事務局長（菊池清隆君） 

  議案第 9 号の「佐賀県市町総合事務組合規約の変更について」ご説明申し上げます。 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 286 条第 1 項の規定により、令和 4 年 4 月 1

日付けで、杵東地区衛生処理場組合の名称が杵島地区衛生処理組合に変更されたことに

伴い、佐賀県市町総合事務組合規約を別紙のとおり変更することについて、同法第 290

条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議をお願い申し上げます。 

 

○議長（深川高志君） 

 説明が終了いたしました。 

これより質疑に入りますが、質疑はありませんか。 

 （ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして質疑を終わります。 

 

○議長（深川高志君） 

これより討論に入りますが、討論はありませんか。 

 （ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして討論を終わります。 

 

○議長（深川高志君） 

これより議案第 9 号を採決いたします。 

議案第 9号を承認することに、ご異議ありませんか。 

 （ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第 9 号は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（深川高志君） 

 次に、議決事件の字句及び数字等の整理について、お諮りいたします。 

 本定例会におきまして、議案が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整

理を必要とするときは、会議規則第 38条の規定により、その整理を議長に委任されたい
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と思いますが、御異議ありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

 

○議長（深川高志君） 

異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は、議長に委任するこ

とに決定しました。 

以上で、本定例会の会議に付された事件は、すべて終了いたしましたので、会議を閉

じます。 

令和 4年第 2回天山地区共同環境組合議会定例会を閉会いたします。 

お疲れさまでございました。 

 

     15時 20 分 閉会 
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 地方自治法第 123 条第 2項の規定により、ここに署名します。 

 

 

     令和 4年 8月 25日 

 

 

天山地区共同環境組合 
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